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　障がいを有する有権者の方々については、障がいの状況、程度等により、選挙に関す
る情報の取得や投票所での投票に支障が生じる場合があるため、障がいのない方に比べ
てより一層の配慮が必要です。
　このような状況の中、日本障害者協議会（ＪＤ）は、令和６年10月18日、衆議院議員総
選挙を前に、障がい者の投票環境を改善するよう総務大臣に要請書を提出しました。
　市区町村の選挙管理委員会による格差是正や、総務省が昨年作成した投票所での障が
い者対応マニュアルの活用などを求めました。
　格差の一つに、盲ろう者の通訳者や視覚障がい者のガイドヘルパー（同行援護）が一
緒に投票所に入ることの可否があるが、同日の面談で総務省から投票所に入ることは可
能との見解が示され、ＪＤは「改善の一歩になる」としました。
　今号では、選挙の際に、障がいのある方が円滑に投票することができるよう、選挙管
理委員会が取り組んでいる対応例をご紹介します。

【障がいのある方に対する投票所での対応例について】
　１、障がいのある方に対する投票所での対応の基本
　２、障がいのある方に対する投票所での留意事項
　３、障がいのある方に対する投票所での対応例
　４、障がいのある方に対する投票所での支援

【障がいのある方の投票所における投票方法等について】

障がいのある方の投票環境について
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ほん号の内容 

１頁から５頁。障がいのあるかたの投票環境について。 

６頁。福岡県障がい者差別解消専門相談窓口での主な相談対応事例。 

７頁から８頁。福岡県からのお知らせ 

８頁。福岡県障がい者福祉情報ハンドブック２０２４案内。 

 

 

タイトル。障がいのあるかたの投票環境について。 

 

 障がいを有する有権者のかたがたについては、障がいの状況、程度等により、選挙に関す

る情報の取得や投票所での投票に支障が生じる場合があるため、障がいのないかたに比べ

てより一層の配慮が必要である。 

このような状況の中、日本障害者協議会 ＪＤは、令和 6 年 10 月 18 日、衆議院議員総

選挙を前に、障がい者の投票環境を改善するよう、総務大臣に要請書を提出しました。 

 市区町村の選挙管理委員会による格差是正や、総務省が昨年作成した投票所での障害者

対応マニュアルの活用などを求めました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格差の一つに、盲ろう者の通訳者や視覚障がい者のガイドヘルパー、同行援護が一緒に投

票所に入ることの可否があるが、同日の面談で総務省から投票所に入ることは可能との見

解が示され、ＪＤは改善の一歩になるとしました。 

今号では、選挙の際に、障がいのあるかたが円滑に投票することができるよう、選挙管理委

員会が取り組んでいる対応例をご紹介します。 

障がいのあるかたに対する投票所での対応例について 

１、障がいのあるかたに対する投票所での対応の基本 

２、障がいのあるかたに対する投票所での留意事項 

３、障がいのあるかたに対する投票所での対応例 

４、障がいのあるかたに対する投票所での支援です。 

障がいのあるかたの投票所における投票方法等についてです。 

 

 



１
、�

障
が
い
の
あ
る
方
に
対
す
る

投
票
所
で
の
対
応
の
基
本

　

相
手
の
立
場
に
立
っ
て
、
安
心
感
を

持
た
れ
る
応
対
に
努
め
ま
す
。

　

困
っ
て
い
る
方
に
は
進
ん
で
声
を
か

け
ま
す
。

　
「
ゆ
っ
く
り
」「
て
い
ね
い
に
」「
く
り

返
し
」
相
手
の
意
思
を
確
認
し
ま
す
。

２
、�

障
が
い
の
あ
る
方
に
対
す
る

投
票
所
で
の
留
意
事
項

３
、�障
が
い
の
あ
る
方

に
対
す
る
投
票

所
で
の
対
応
例

視
覚
障
が
い

基
本
的
な
考
え
方

⑴�

相
手
の
立
場
に
立
っ
て
、
安

心
感
を
持
た
れ
る
応
対
に
努

め
ま
す
。

⑵�

障
が
い
の
あ
る
方
に
直
接
応

対
す
る
よ
う
に
し
ま
す
。

⑶�

何
ら
か
の
配
慮
が
必
要
と
思

わ
れ
る
場
合
で
も
、
本
人
が

必
要
と
考
え
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
、
応
対
し
ま
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

⑴�

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
難

し
い
と
思
わ
れ
る
場
合
で
も
、

「
ゆ
っ
く
り
」「
て
い
ね
い
に
」

「
く
り
返
し
」
相
手
の
意
思
を

確
認
し
ま
す
。

⑵�

応
対
方
法
が
よ
く
分
か
ら
な

い
と
き
や
想
定
外
の
こ
と
が

起
き
た
と
き
は
、
一
人
で
応

対
す
る
こ
と
な
く
、
周
囲
に

協
力
を
求
め
ま
す
。

⑴�

投
票
事
務
従
事
者
か
ら
声
を

か
け
ま
す
。

⑵�

そ
ば
に
行
っ
て
、
名
前
を
名

乗
っ
た
上
で
、声
を
か
け
ま
す
。

⑶�

案
内
の
際
は
、「
〇
時
の
方
向

に
〇
メ
ー
ト
ル
進
む
」
と
具

体
的
に
説
明
し
ま
す
。

⑷�

誘
導
の
際
は
、
相
手
に
自
分

の
腕
を
つ
か
ん
で
も
ら
い
、

歩
く
ペ
ー
ス
に
合
わ
せ
ま
す
。

⑸�

省
略
せ
ず
に
、
正
確
に
丁
寧

に
情
報
を
伝
え
ま
す
。

声
が
け
に
つ
い
て

⑴�

障
が
い
者
や
高
齢
者
の
方
が

不
安
や
不
快
な
思
い
を
さ
れ

な
い
よ
う
、
困
っ
て
い
る
よ

う
な
状
況
が
見
受
け
ら
れ
た

ら
、
速
や
か
に
応
対
を
す
る

よ
う
に
し
ま
す
。

⑵�

障
が
い
の
種
類
や
内
容
を
問

う
の
で
は
な
く
、「
ど
の
よ
う

な
手
助
け
が
必
要
か
」
を
本

人
に
尋
ね
ま
す
。

障
が
い
の
あ
る
方
に
対
す
る

投
票
所
で
の
対
応
例
に
つ
い
て
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コミュニケーションについて 

１、コミュニケーションが難しいと思われる場合でも、ゆっくり、ていねいに、くり返し相

手の意思を確認します。 

２、応対方法がよく分からないときや、想定外のことが起きたときは、一人で応対すること

なく、周囲に協力を求めます。 

 

３、障がいのあるかたに対する投票所での対応例 

視覚障がい 

１、投票事務従事者から声をかけます。 

２、そばに行って、名前を名乗ったうえで、声をかけます。 

３、案内の際は、まるじの方向にまるメートル進むと具体的に説明します。 

４、誘導の際は、相手に自分の腕をつかんでもらい、歩くペースに合わせます。 

５、省略せずに、正確に丁寧に情報を伝えます。 

 

 

２頁 

障がいのあるかたに対する投票所での対応例について 

 

１、障がいのあるかたに対する投票所での対応の基本 

 

相手の立場に立って、安心感を持たれる応対に努めます。 

困っているかたには、進んで声をかけます。 

ゆっくり、ていねいに、くり返し、相手の意思を確認します。 

 

２、障がいのあるかたに対する投票所での留意事項 

 基本的な考え方 

１、相手の立場に立って、安心感を持たれる応対に努めます。 

２、障がいのあるかたに直接応対するようにします。 

３、何らかの配慮が必要と思われる場合でも、本人が必要と考えていることを確認し、応対

します。 

 

声がけについて 

１、障がい者や高齢者のかたが不安や不快な思いをされないよう、困っているような状況が

見受けられたら、速やかに応対をするようにします。 

２、障がいの種類や内容を問うのではなく、どのような手助けが必要かを本人に尋ねます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４
、�障
が
い
の
あ
る
方
に
対
す
る
投

票
所
で
の
支
援

　

車
い
す
の
介
助
の
方
法

聴
覚
障
が
い

肢
体
障
が
い

車
い
す
の
押
し
方

�

（
自
走
式
標
準
タ
イ
プ
）

①�

ハ
ン
ド
グ
リ
ッ
プ
を
握
り
、

重
心
を
安
定
さ
せ
、
か
ら
だ

全
体
で
押
す
よ
う
に
し
ま
す
。

押
し
始
め
る
際
に
は
、「
進
み

ま
す
」「
押
し
ま
す
」
な
ど
と

声
を
か
け
ま
す
。

②�

車
い
す
の
背
面
か
ら
側
面
に

か
け
て
立
ち
、
片
手
で
ハ
ン
ド

グ
リ
ッ
プ
を
握
り
な
が
ら
、
も

う
一
方
の
手
で
ブ
レ
ー
キ
を
か

け
ま
す
。
反
対
側
も
ハ
ン
ド
グ

リ
ッ
プ
を
放
す
こ
と
な
く
、
ブ

レ
ー
キ
を
か
け
ま
す
。

⑴�「
ゆ
っ
く
り
話
す
」「
筆
談
で

対
応
」「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ボ
ー
ド
の
活
用
」
な
ど
、
希
望

に
そ
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
方
法
で
応
対
し
ま
す
。

⑵�

口
元
や
表
情
が
見
え
る
よ
う
、

正
面
か
ら
応
対
し
、
マ
ス
ク

は
外
し
ま
す（
フ
ェ
イ
ス
シ
ー

ル
ド
を
着
用
）。

⑶�
近
づ
い
て
、
ゆ
っ
く
り
、
言
葉

の
ま
と
ま
り
で
区
切
っ
て
話

を
し
ま
す
。

⑷�「
筆
談
」
の
際
は
、
簡
潔
に
・

分
か
り
や
す
く
書
く
よ
う
に

し
ま
す
。

⑸�

受
付
窓
口
に
、「
耳
マ
ー
ク
」

を
設
置
し
、
相
談
し
や
す
い

よ
う
に
し
ま
す
。

⑴�

車
い
す
を
使
用
さ
れ
て
い
る

場
合
、
少
し
か
が
ん
で
同
じ

目
線
で
話
す
よ
う
に
し
ま
す
。

⑵�

車
い
す
の
介
助
は
、
押
し
始

め
る
際
に
は
「
押
し
ま
す
」
と

声
を
か
け
て
か
ら
、
ゆ
っ
く

り
押
し
ま
す
。
ま
た
、
止
ま
る

時
も
ゆ
っ
く
り
と
停
止
さ
せ

ま
す
。

⑶�

電
動
車
い
す
の
場
合
に
は
、

横
に
つ
い
て
、
ペ
ー
ス
に
あ

わ
せ
て
応
対
し
ま
す
。

⑷�

急
が
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、

あ
わ
て
ず
に
ゆ
っ
く
り
応
対

し
ま
す
。

⑸�

ス
ロ
ー
プ
の
移
動
が
困
難
な

方
に
対
し
て
は
、
受
付
ま
で

介
助
し
ま
す
。
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３頁 

誘導イメージ 

はくじょうには、触れない。相手に自分の腕をつかんでもらう。 

 

聴覚障がい 

１、ゆっくり話す、筆談で対応、コミュニケーションボードの活用など、希望にそったコミ

ュニケーションの方法で応対します。 

２、口元や表情が見えるよう、正面から応対し、マスクは外します。フェイスシールドを着

用。 

３、近づいて、ゆっくり、言葉のまとまりで区切って話をします。 

４、筆談の際は、簡潔に、分かりやすく書くようにします。 

５、受付窓口に、耳マークを設置し、相談しやすいようにします。 

 

肢体障がい 

車いすの介助の方法 

１、車椅子を使用されている場合、少しかがんで同じ目線で話すようにします。 

２、車椅子の介助は、押し始める時には、押しますと声をかけてから、ゆっくり押します。

また、止まる時もゆっくりと停止させます。 

３、電動くるまいすの場合には、横について、ペースにあわせて応対します。 

４、急がすことのないよう、あわてずにゆっくり応対します。 

５、スロープの移動が困難なかたに対しては、受付まで介助します。 

 

４、障がいのあるかたに対する投票所での支援 

 車いすの押しかた。自走式標準タイプ 

１、ハンドグリップを握り、重心を安定させ、からだ全体で押すようにします。押し始める

際には、進みます、押しますなどと声をかけます。 

２、車いすの背面から側面にかけて立ち、片手でハンドグリップを握りながら、もういっぽ

うの手でブレーキをかけます。反対側もハンドグリップを放すことなく、ブレーキをかけま

す。 

 

 

 

 

 

 

 



キ
ャ
ス
タ
ー
上
げ

�

（
自
走
式
標
準
タ
イ
プ
）

①�

ス
テ
ィ
ッ
ピ
ン
グ
バ
ー
を
踏

み
込
む
と
同
時
に
、
ハ
ン
ド
グ

リ
ッ
プ
に
体
重
を
か
け
、
押
し

下
げ
ま
す
。
素
早
く
安
定
さ
せ

る
こ
と
が
安
心
に
つ
な
が
り

ま
す
。

②�

ハ
ン
ド
グ
リ
ッ
プ
を
し
っ
か
り

と
握
り
、
ふ
ら
つ
か
な
い
よ
う

に
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
、

前
に
進
み
ま
す
。

知
的
・
精
神
障
が
い

認
知
症

⑴�

で
き
る
だ
け
絵
・
図
・
写
真

な
ど
を
使
用
し
て
分
か
り
や

す
く
説
明
し
た
り
、
説
明
の

ポ
イ
ン
ト
を
メ
モ
書
き
（
漢

字
は
ふ
り
が
な
を
つ
け
て
）

し
て
渡
す
な
ど
の
工
夫
を
し

ま
す
。

⑵�

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ボ
ー

ド
を
必
要
に
応
じ
て
利
用
し

ま
す
。

⑶�

繰
り
返
し
同
じ
話
を
さ
れ
る

方
で
も
、
話
を
途
中
で
遮
ら

ず
に
、
応
対
し
ま
す
。

⑷�

短
い
文
章
で
説
明
し
、
内
容

が
理
解
さ
れ
た
こ
と
を
確
認

し
な
が
ら
応
対
す
る
よ
う
に

し
ま
す
。

⑸�

パ
ニ
ッ
ク
状
態
で
も
、
強
制

的
に
制
止
せ
ず
、
少
し
落
ち

着
い
て
か
ら
応
対
す
る
よ
う

に
し
ま
す
。

⑴�「
驚
か
せ
な

い
」「
急
が

せ
な
い
」「
自
尊
心
を
傷
つ
け

な
い
」
と
い
う
点
に
注
意
し

ま
す
。

⑵�

説
明
や
お
話
し
を
す
る
際
は
、

複
数
で
取
り
囲
ま
ず
、
で
き

る
だ
け
一
人
で
声
か
け
を
し

ま
す
。

⑶�

短
い
文
章
で
説
明
し
、
内
容

が
理
解
さ
れ
た
こ
と
を
確
認

し
な
が
ら
応
対
す
る
よ
う
に

し
ま
す
。

⑷�

繰
り
返
し
同
じ
話
を
さ
れ
る

方
で
も
、
話
を
途
中
で
遮
ら

ず
に
、
応
対
し
ま
す
。

⑸�

ゆ
っ
く
り
急
が
せ
な
い
よ
う

に
対
応
し
ま
す
。

⑹�

説
明
す
る
と
き
は
、
指
示
的

に
な
ら
な
い
よ
う
「
～
し
て

い
た
だ
け
ま
す
か
」
な
ど
お

願
い
す
る
よ
う
に
穏
や
か
に

説
明
し
ま
す
。
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４頁 

キャスターあげ。自走式標準タイプ 

１、スティッピングバーを踏み込むと同時に、ハンドグリップに体重をかけ、押し下げます。

素早く安定させることが安心につながります。 

２、ハンドグリップをしっかりと握り、ふらつかないようにバランスをとりながら、前に進

みます。 

 

知的、精神障がい 

１、できるだけ、絵、図、写真などを使用して分かりやすく説明したり、説明のポイントを

メモがき、漢字はふりがなをつけて。渡すなどの工夫をします。 

２、コミュニケーションボードを必要に応じて利用します。 

３、繰り返し同じ話をされるかたでも、話を途中でさいぎらずに、応対します。 

４、短い文章で説明し、内容が理解されたことを確認しながら応対するようにします。 

５、パニック状態でも、強制的に制止せず、少し落ち着いてから応対するようにします。 

 

認知症 

１、驚かせない、急がせない、自尊心を傷つけない、という点に注意します。 

２、説明やお話しをする際は、複数で取り囲まず、できるだけひとりで声かけをします。 

３、短い文章で説明し、内容が理解されたことを確認しながら応対するようにします。 

４、繰り返し同じ話をされるかたでも、話を途中でさいぎらずに、応対します。 

５、ゆっくり急がせないように対応します。 

６、説明するときは、指示的にならないよう、まるまるしていただけますか、など、お願い

するように穏やかに説明します。 

 

 

 



点
字
投
票

設
備
等

代
理
投
票

利
用
方
法

⑴�

代
理
投
票
の
利
用
を
投
票
管

理
者
に
申
し
出
ま
す
。

⑵�

補
助
者
の
１
人
が
選
挙
人
の

指
示
す
る
候
補
者
の
氏
名
を

記
載
し
、
他
の
１
人
が
立
ち

会
い
ま
す
。

⑶�

記
載
後
は
投
票
箱
の
前
ま
で

誘
導
し
、
記
載
済
み
投
票
用

紙
を
直
接
投
函
し
て
も
ら
い

ま
す
。

障
が
い
の
あ
る
方
に
配
慮
し
た

投
票
所
の
設
備

・�

幅
が
広
く
堅
固
な
記
載
台
や

車
い
す
用
の
投
票
記
載
台

・
記
載
台
へ
の
照
明
灯
の
設
置

・
車
い
す

・�

点
字
や
拡
大
文
字
に
よ
る
候

補
者
名
簿

・�

標
準
点
字
盤
、
虫
眼
鏡
、
老
眼

鏡
、
文
鎮

・�

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ボ
ー

ド
及
び
投
票
支
援
カ
ー
ド

・�

ス
ロ
ー
プ
の
設
置
（
又
は
常

時
人
的
介
助
が
可
能
な
体
制

を
と
る
）

・�

車
い
す
等
が
利
用
し
や
す
い

駐
車
場
の
確
保

障
が
い
の
あ
る
方
の
投
票
所
に

お
け
る
投
票
方
法
等
に
つ
い
て

　

視
覚
障
が
い
者
の
方
は
、
点
字
を
用

い
て
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

自
身
で
投
票
用
紙
の
種
類
を
識
別
で

き
る
よ
う
に
、
点
字
投
票
用
紙
に
は
点

字
で
選
挙
の
種
類
を
表
示
し
ま
す
。

　

心
身
の
故
障
、
そ
の
他
の
事
由
に
よ

り
、
自
ら
候
補
者
の
氏
名
を
記
載
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
投
票
管
理
者

に
申
し
出
る
こ
と
で
代
理
投
票
制
度
を

利
用
で
き
ま
す
。

　

同
伴
者
（
付
き
添
い
の
家
族
や
介
護

人
）
な
ど
が
代
筆
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

　

投
票
所
の
事
務
従
事
者
２
名
が
付
き

添
い
、
そ
の
う
ち
１
名
が
本
人
の
意
思

に
基
づ
き
候
補
者
等
の
氏
名
を
記
載
し

ま
す
。

　

投
票
の
秘
密
が
保
た
れ
る
よ
う
、
代

理
投
票
の
記
載
台
を
一
般
の
記
載
台
の

反
対
側
に
配
置
す
る
な
ど
、
代
理
投
票

の
記
載
台
を
一
般
の
記
載
台
か
ら
距
離

を
と
っ
て
配
置
し
ま
す
。

　

あ
ら
か
じ
め
候
補
者
氏
名
等
掲
示
を

切
り
離
し
た
カ
ー
ド
を
提
示
し
、
選
挙

事
務
従
事
者
が
声
に
出
す
こ
と
な
く
指

差
し
等
で
反
応
を
見
る
こ
と
等
に
よ

り
、
投
票
の
秘
密
に
配
慮
し
た
形
で
本

人
の
意
思
確
認
を
実
施
し
ま
す
。

利
用
方
法

⑴�

投
票
所
で
は
点
字
用
投
票
用

紙
と
点
字
器
を
用
意
し
て
い

る
た
め
、
希
望
さ
れ
る
方
に
貸

し
出
し
ま
す
。

⑵�

必
要
に
応
じ
て
点
字
器
に
投

票
用
紙
を
セ
ッ
ト
し
た
も
の

を
お
渡
し
し
ま
す
。

⑶�

記
載
後
は
投
票
箱
の
前
ま
で

誘
導
し
、
記
載
済
み
投
票
用
紙

を
直
接
投
函
し

て
も
ら
い
ま
す
。

障
が
い
の
あ
る
方
に
対
す
る
投
票
所

で
の
対
応
の
基
本

【
出
典
：

�

総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】
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障がいのあるかたの投票所における投票方法等について。 

 

点字投票 

視覚障がい者のかたは、点字を用いて投票することができます。 

自身で投票用紙の種類を識別できるように、点字投票用紙には点字で選挙の種類を表示し

ます。 

 

利用方法 

１、投票所では点字用投票用紙と点字器を用意しているため、希望されるかたに貸し出しま

す。 

２、必要に応じて点字器に投票用紙をセットしたものをお渡しします。 

３、記載後は投票箱の前まで誘導し、記載済み投票用紙を直接投函してもらいます。 

 

代理投票 

心身の故障、その他の事由により、自ら候補者の氏名を記載することができない場合、投

票管理者に申し出ることで代理投票制度を利用できます。 

 同伴者、付き添いの家族や介護人などが代筆することはできません。 

 投票所の事務従事者２名が付き添い、そのうち１名が本人の意思に基づき候補者等の氏

名を記載します。 

 投票の秘密が保たれるよう、代理投票の記載台を一般の記載台の反対側に配置するなど、

代理投票の記載台を一般の記載台から距離をとって配置します。 

 あらかじめ候補者氏名等、掲示を切り離したカードを提示し、選挙事務従事者が声に出す

ことなく、指差し等で反応を見ること等により、投票の秘密に配慮した形で本人の意思確認

を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用方法 

１、代理投票の利用を投票管理者に申し出ます。 

２、補助者の１人が、選挙にんの指示する候補者の氏名を記載し、たの１人が立ち会います。 

３、記載後は投票箱の前まで誘導し、記載済み投票用紙を直接投函してもらいます。 

 

障がいのあるかたに対する投票所での対応の基本 

設備等 

 

障がいのあるかたに配慮した投票所の設備 

幅が広く、堅固な記載台や車イス用の投票記載台。 

記載台への照明灯の設置。 

車イス。 

点字や拡大文字による候補者名簿。 

標準点字盤、虫眼鏡、老眼鏡、文鎮。 

コミュニケーションボード及び投票支援カード。 

スロープの設置、又は常時、人的介助が可能な体制をとる。 

車イス等が利用しやすい駐車場の確保。 

 

出典は総務省ホームページ 



障がい者差別解消専門相談
　福岡県では、障がいのある人に対する不当な差別的取扱いや、社会的障壁の除去に係
る合理的な配慮について相談を受付けています。下記に令和４年度の主な相談内容と
対応事例を一部掲載しますので、ご活用ください。
窓口相談員：�特別支援学校の教諭経験者、または人権擁護･労働争議･障がい福祉に関する業務の従

事経験者
　専用電話　０９２-６４３-３１４３（月曜日～金曜日：午前９時～午後５時）

【主な相談対応事例】
種　別
（相談者） 事業種別 相談内容 対　　応

車いす利用
（事業者） 不動産

　管理する住宅の入居者から、「癌を
患い電動車いすを利用する家族がお
り、入居に際して車いすを共用通路
に置きたい」との依頼があった。
　管理組合の理事は承諾したが、理
事会で強く反対する者が１名いる。こ
のような場合にどう対応すべきか。関
係する法律や対応方法について聞き
たい。

　法や条例の趣旨をあらためて説明
し、合意形成には、相互理解と建設的
な対話が重要であることや、その際は
社会モデルの観点に立ち、「できる・
できない」の二元論ではなく、可能な
代替案を複数出して協議する必要が
あることを助言。
　また、県窓口では障がい者差別の
解消に関する研修を行っており、啓発
のため研修を行うことも可能であるこ
と、今後も相談があれば連絡してほし
いと説明。

精神障がい
（家　族） 通信制高校

　精神障がいのある子が通う通信制
高校から配布された、単位取得のため
参加必須となっている宿泊行事の案
内書類に、「医師等専門家の診断書な
ど必要な支援内容を記した書類を提
出しなければ合理的配慮は行わない」
との記載がある。
　同校は発達障がいの子を多く受け
入れているし、自分も入学時には必要
な配慮事項など学校に伝え、これまで
特に気になる点はなかっただけに、今
回の書類の文言には違和感がある。
　学校と話す前に意見を聞いておこ
うと思い電話した。

　合理的配慮は、法律上は「求めに応
じて」行うこととなっているため、必
要な合理的配慮を申し出てほしいと
する学校の姿勢自体は間違っていな
いが、『提出がなければ配慮しない』
旨の文章は望ましくないと思われる。
　なお、本県条例では「事前的改善措
置」を規定しており、申し出がなくと
も積極的な配慮や改善を図ることを
推奨している。
　以上を踏まえ、必要な合理的配慮を
行うための建設的対話について、学校
としっかり話されるとよい、と助言。

視覚障がい�
（本　人）

商品・サービス
提供

　視覚障がいがあるため、商業施設に
おいて、過去に、スタッフに誘導して
もらった経緯がある。
　今回も同じ施設でサービス担当責
任者にお願いしたが、「当店ではその
ようなサービスは行っていない。入口
にあるインターフォンも車いすの支援
のためであり、視覚障がい者は対象で
ない。」と言われた。
　これは差別ではないか。

　相談員から事業者に対して事実確認。
　担当者の認識不足により「対応で
きない」と回答したとのことで、相談
者に対し、会社として謝罪するととも
に、改めて建設的対話を行うことと
なった。
　併せて、グループ全体に対し、改め
て差別解消法及び条例、合理的配慮
について、周知を行い、従業員に対す
る周知を徹底した。
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障がい者差別解消専門相談。 

 福岡県では、障がいのあるひとに対する、不当な差別的取扱いや、社会的障壁の除去に係

る、合理的な配慮について相談を受付けています。下記に、令和４年度の主な相談内容と、

対応事例を一部掲載しますので、ご活用ください。 

窓口相談員は、特別支援学校の教諭経験者、または人権擁護、労働争議、障がい福祉に関す

る業務の従事経験者です。 

専⽤電話は、０９２−６４３−３１４３。⽉曜⽇から⾦曜⽇の午前 9 時から午後 5時です。 

 

主な相談対応事例。 

相談者は、車椅子利用、事業者。 

事業種別は、不動産。 

相談内容は、管理する住宅の入居者から、がんを患い、電動車いすを利用する家族がおり、

入居に際して、車椅子を共用通路に置きたいとの依頼があった。管理組合の理事は承諾した

が、理事会で強く反対するものが 1 名いる。このような場合に、どう対応すべきか。関係す

る法律や対応方法について、聞きたい。 

対応として、法や条例の趣旨をあらためて説明し、合意形成には、相互理解と建設的な対話

が重要であることや、その際は、社会モデルの観点に立ち、できる、できないの二元論では

なく、可能な代替案を複数出して、協議する必要があることを助言。また、県窓口では、障

がい者差別の解消に関する研修を行っており、啓発のため研修を行うことも可能であるこ

と、今後も相談があれば連絡してほしいと説明した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談者は、精神障がい児を持つ家族。 

事業種別は、通信制高校。 

相談内容は、精神障がいのある子が通う、通信制高校から配布された、単位取得のため、参

加必須となっている宿泊行事の案内書類に、医師等専門家の診断書など必要な支援内容を

記した書類を提出しなければ合理的配慮は行わないとの記載がある。同校は、発達障がいの

子を多く受け入れているし、自分も入学時には必要な配慮事項など学校に伝え、これまで特

に気になる点はなかっただけに、今回の書類の文言には違和感がある。学校と話す前に意見

を聞いておこうと思い電話した。 

対応として、合理的配慮は、法律上は求めに応じて行うこととなっているため、必要な合理

的配慮を申し出てほしいとする学校の姿勢自体は、間違っていないが、提出がなければ配慮

しない旨の文章は望ましくないと思われる。なお、本県条例では、事前的改善措置を規定し

ており、申し出がなくとも、積極的な配慮や改善を図ることを推奨している。以上を踏まえ、

必要な合理的配慮を行うための建設的対話について、学校としっかり話されるとよいと助

言。 

 

相談者は、視覚障がい者。本人。 

事業種別は、商品、サービス提供。 

相談内容は、視覚障がいがあるため、商業施設において、過去に、スタッフに誘導してもら

った経緯がある。今回も同じ施設で、サービス担当責任者にお願いしたが、当店ではそのよ

うなサービスは行っていない。入口にあるインターフォンも車イスの支援のためであり、視

覚障がい者は、対象でない。と言われた。これは差別ではないか。 

対応として、相談員から事業者に対して事実確認。担当者の認識不足により、対応できない

と回答したとのことで、相談者に対し、会社として謝罪するとともに、改めて建設的対話を

行うこととなった。併せて、グループ全体に対し、改めて差別解消法及び条例、合理的配慮

について、周知を行い、従業員に対する周知を徹底した。 

 



視
覚
障
が
い
の
あ
る
人
に
対
す
る

情
報
保
障
に
つ
い
て

４
月
２
日
は

　
「
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
」、

４
月
２
日
か
ら
８
日
は

　
「
発
達
障
害
啓
発
週
間
」
で
す
。

「
ま
ご
こ
ろ
ア
ー
ト

Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｏ
Ｋ
Ａ 

Ｇ
Ａ
Ｌ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｙ
」

 

新
サ
ー
ビ
ス
開
始
！

お　

知　

ら　

せ

　

令
和
４
年
５
月
、「
障
害
者
に
よ
る

情
報
の
取
得
及
び
利
用
並
び
に
意
思

疎
通
に
係
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律
」（
障
害
者
情
報
ア
ク
セ
シ
ビ
リ

テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
施
策
推

進
法
）
が
施
行
さ
れ
、
行
政
機
関
や
事

業
者
に
お
い
て
は
、
障
が
い
の
あ
る
人

が
そ
の
必
要
と
す
る
情
報
を
十
分
に
取

得
し
及
び
利
用
し
並
び
に
円
滑
に
意
思

疎
通
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
情

報
提
供
に
配
慮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
今
回
は
、
視
覚
障
が
い
の

あ
る
人
に
対
す
る
情
報
保
障
に
つ
い
て

求
め
ら
れ
る
点
を
紹
介
し
ま
す
。

　

社
会
全
体
で
障
が
い
の
あ
る
人
の
情

報
保
障
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

■
通
知
文
等
に
お
け
る
配
慮

　

視
覚
障
が
い
の
あ
る
方

向
け
の
通
知
等
に
つ
い
て

は
、
点
字
・
音
声
・
拡
大

文
字
な
ど
、
本
人
が
確
認

可
能
な
メ
デ
ィ
ア
で
提
供
し
ま
し
ょ
う
。

■
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
情
報
の
配
慮

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
資
料
掲
載
や

メ
ー
ル
で
の
情
報
提
供
に
あ
た
っ
て

は
、
必
ず
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
を
添
え
ま

し
ょ
う
。（
文
字
情
報
の
無
い
Ｐ
Ｄ
Ｆ

や
画
像
の
み
デ
ー
タ
で
は
読
み
上
げ
が

で
き
な
い
た
め
。）

※�
参
考　

障
害
者
情
報
ア
ク
セ
シ
ビ

リ
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
施
策
推

進
法

　

４
月
２
日
は
国
連
が
定
め
た
「
世
界

自
閉
症
啓
発
デ
ー
」
で
す
。
日
本
で
は

４
月
２
日
か
ら
８
日
を
「
発
達
障
害
啓

発
週
間
」
と
し
て
い
ま
す
。
県
民
の
皆

さ
ん
に
発
達
障
が
い
に
つ
い
て
の
理
解

を
深
め
て
も
ら
う
た
め
、
講
演
会
を
開

催
し
ま
す
。

・
日
時　

４
月
５
日
（
土
）

�

13
時
か
ら
16
時

・
場
所　

飯
塚
コ
ス
モ
ス
コ
モ
ン

�

中
ホ
ー
ル

�

（
飯
塚
市
飯
塚
14
番
66
号
）

・
内
容　

�「
実
力
を
出
し
切
れ
な
い

人
・
子
ど
も
た
ち
の
理
解
と

支
援
～
自
己
理
解
を
深
め
る

ヒ
ン
ト
～
」

・
講
師　

高
山　

恵
子　

氏

・
定
員　

４
０
０
人

・
参
加
費　

無
料

・
申
込
締
切

　

３
月
21
日
（
金
）
17
時　

※
先
着
順

・
問
い
合
わ
せ
先

　

�

福
岡
県
発
達
障
が
い
者
支
援
セ
ン

タ
ー
（
筑
豊
地
域
）
ゆ
う
・
も
あ

　

TEL　

０
９
４
７-

４
６-

９
５
０
５

　

FAX　

０
９
４
７-

４
６-

９
５
０
６

　

県
で
は
、
文
化
芸
術
活
動
を
通
じ
て

障
が
い
の
あ
る
方
の
収
入
向
上
・
社
会

参
加
を
推
進
す
る
た
め
、
障
が
い
の
あ

る
方
の
ア
ー
ト
作
品
（
ま
ご
こ
ろ
ア
ー

ト
）を
活
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、

そ
の
料
金
の
一
部
（
30
％
）
を
制
作
者

へ
還
元
す
る
取
組
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
12
月
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
「
作

品
レ
プ
リ
カ
の
レ
ン
タ
ル
」に
加
え
て
、

「
作
品
レ
プ
リ
カ
及
び
作
品
画
像
デ
ー

タ
の
販
売
」を
新
た
に
開
始
し
ま
し
た
。

　

レ
プ
リ
カ
は
、
温
度
管
理
な
ど
の
手

間
が
不
要
の
た
め
、
場
所
を
選
ば
ず
展

示
い
た
だ
け
ま
す
。
ま
た
、
購
入
し
た

作
品
画
像
デ
ー
タ
は
、
加
工
を
施
し
、

チ
ラ
シ
や
ノ
ベ
ル
テ
ィ
な
ど
幅
広
く
お

使
い
い
た
だ
け
ま
す
。

　

な
お
、
作
品
レ
プ
リ
カ
の
一
部
は
、

県
庁
舎
（
１
階
ロ
ビ
ー
や
各
階
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル
）
や

県
有
施
設
（
Ｓ
Ａ
Ｗ
Ａ

Ｒ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ａ
（
も
も
ち

文
化
セ
ン
タ
ー
）
や
九
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７ページ。 

福岡県からのお知らせです。 

 

視覚障がいのあるひとに対する情報保障について 

 

令和４年５月、障害者による情報の取得、及び利用並びに意思疎通に係る、施策の推進に関

する法律、障害者情報アクセシビリティ、コミュニケーション施策推進法が施行され、行政

機関や事業者においては、障がいのあるひとが、その必要とする情報を十分に取得し、及び

利用し、並びに円滑に意思疎通を図ることができるよう、情報提供に配慮することが、求め

られています。今回は、視覚障がいのあるひとに対する、情報保障について、求められる点

を紹介します。 

社会全体で、障がいのあるひとの情報保障を進めましょう。 

 

通知文等における配慮。 

視覚障がいのあるかたむけの、通知等については、点字、音声、拡大文字など、本人が確

認可能なメディアで提供しましょう。 

 

ホームページ掲載情報の配慮。 

ホームページへの資料掲載や、メールでの情報提供にあたっては、必ずテキストデータを

添えましょう。文字情報の無い、ＰＤＦや画像のみデータでは、読み上げができないため。 

参考。障害者情報アクセシビリティ、コミュニケーション施策推進法 

 

４月ふつかは、世界自閉症啓発デー、４月ふつかからようかは、発達障害啓発週間です。 

４月ふつかは、国連が定めた、世界自閉症啓発デーです。日本では４月ふつかから、よう

かを発達障害啓発週間としています。県⺠の皆さんに、発達障がいについての理解を深めて

もらうため、講演会を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時は、４月いつか。土曜日。13 時から 16 時までです。 

場所は、飯塚コスモスコモン、中ホールです。住所は、飯塚市飯塚１４番６６号。 

内容は、実力を出し切れないひと、子どもたちの理解と支援。自己理解を深めるヒント。 

講師は、たかやま けいこし。 

定員は、４００人。 

参加費は無料です。 

申込締切は、３月２１日金曜日の 17 時です。先着順です。 

問い合わせ先は、福岡県発達障がい者支援センター、筑豊地域、ゆう、もあ。 

電話番号は、０９４７‐４６‐９５０５。 

ファックス番号は、０９４７‐４６‐９５０６。 

 

まごころアート、FUKUOKA GALLERY。新サービス開始。 

 県では、文化芸術活動を通じて、障がいのあるかたの収入向上、社会参加を推進するため、

障がいのあるかたのアート作品、まごころアートを活用したサービスを提供し、その料金の

一部、30 パーセントを、制作者へ還元する取組を行っています。 

昨年１２月から、これまでの作品レプリカのレンタルに加えて、作品レプリカ及び、作品

画像データの販売を新たに開始しました。 

レプリカは、温度管理などの手間が不要のため、場所を選ばず展示いただけます。また、

購入した作品画像データは、加工をほどこし、チラシやノベルティなど、幅広くお使いいた

だけます。 

なお、作品レプリカの一部は、県庁舎、１階ロビーや各階エレベーターホールや、県有施

設、ＳＡＷＡＲＡＰＩＡ、ももち文化センターや九州芸文館などでも展示しています。 



州
芸
文
館
な
ど
）
で
も
展

示
し
て
い
ま
す
。
お
立
ち

寄
り
の
際
は
、
ぜ
ひ
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。

※�

作
品
の
確
認
や
各
種
サ
ー
ビ
ス
の
申

込
に
つ
い
て
は
、
ま
ご
こ
ろ
ア
ー
ト

Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｏ
Ｋ
Ａ�
Ｇ
Ａ
Ｌ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｙ

事
業
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　
（https://fukuoka-artrental.org/
）

　

県
で
は
、
県
の
施
策
や
イ
ベ
ン
ト
情

報
な
ど
を
お
知
ら
せ
す
る
各
戸
配
布
広

報
紙
「
福
岡
県
だ
よ
り
」
の
録
音
版
・

点
字
版
や
、
県
の
魅
力
な
ど
を
掲
載
し

た
グ
ラ
フ
誌
「
グ
ラ
フ
ふ
く
お
か
」
の

点
字
版
「
点
字
ふ
く
お
か
」
な
ど
、
障

が
い
の
あ
る
人
に
配
慮
し
た
情
報
発
信

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
配
布
を
希
望
す
る
人
は
、
次

の
申
込
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
「
福
岡
県
だ
よ
り
」
録
音
版

�

（
年
６
回
発
行
）

〇
形　

態

　

音
声
Ｃ
Ｄ
版

　

Ｃ
Ｄ
デ
イ
ジ
ー
版

�

（
読
取
専
用
機
が
必
要
）

〇
申
込
先

　

福
岡
点
字
図
書
館

　

ＴＥＬ
０
９
２-

５
８
４-

３
５
９
０

　

ＦＡＸ
０
９
２-

５
８
４-

１
１
０
１

■
「
福
岡
県
だ
よ
り
」
点
字
版

�

（
年
６
回
発
行
）

■
「
点
字
ふ
く
お
か
」

�

（
年
４
回
発
行
）

〇
申
込
先

　

福
岡
県
盲
人
協
会

　

ＴＥＬ
０
９
２-

９
２
３-
６
３
３
６

　

ＦＡＸ
０
９
２-

９
２
３-
６
３
３
９

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

福
岡
県�

県
民
情
報
広
報
課　

広
報
係

　

ＴＥＬ
０
９
２-

６
４
３-

３
１
０
２

　

ＦＡＸ
０
９
２-

６
３
２-

５
３
３
１

障
が
い
の
あ
る
人
に
配
慮
し
た
県

広
報
の
ご
案
内

令和６年
４月発行

福
岡
県
障
が
い
者
福
祉
情
報

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
２
０
２
４

　

障
が
い
児
者
を
取
り
巻
く
様
々

な
制
度
・
施
策
、
県
内
の
関
係
事
業

等
の
実
施
状
況
、
市
町
村
が
実
施
す

る
地
域
生
活
支
援
事
業
等
に
関
す

る
内
容
等
を
よ
り
充
実
し
て
掲
載

し
て
い
ま
す
。

価
格

　

一
部　

１
６
０
０
円
（
税
込
）

�

（
Ａ
４
版　

３
９
５
頁
）

　

※
別
途
送
料
が
か
か
り
ま
す
。

発
行

　

福
岡
県
社
会
福
祉
協
議
会

�

（
福
岡
県
福
祉
情
報
セ
ン
タ
ー
）

　

購
入
を
希
望
の
際
は
、
窓
口
に
お

越
し
い
た
だ
く
か
、
申
込
書
に
必
要

事
項
を
記
入
の
う
え
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た

は
郵
送
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　

申
込
な
ど
詳
し
く
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　（
ふ
く
ふ
く
ネ
ッ
ト
→

�

機
関
紙
・
発
行
物
）
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令和 6 年 4月発行。 

福岡県障がい者福祉情報ハンドブック２０２４。 

 

 障がい児者を取り巻く様々な制度、施策、県内の関係事業等の実施状況、市町村が実施す

る、地域生活支援事業等に関する内容等を、より充実して掲載しています。 

 

価格は、一部、１，６００円税込み。 

A４ばん、３９５ページ。 

別途、送料がかかります。 

 

発行は、福岡県社会福祉協議会。福岡県福祉情報センターです。 

 

購入を希望の際は、窓口にお越しいただくか、申込書に必要事項を記入のうえ、ファックス

または、郵送でお申込みください。申し込みなど詳しくは、ホームページをご覧ください。 

ふくふくネットに入っていただき、機関紙、発行ぶつと検索ください。 

8 ページ。 

お立ち寄りの際は、ぜひお楽しみください。 

作品の確認や、各種サービスの申込については、まごころアート FUKUOKA GALLERY

事業のホームページをご覧ください。 

https コロン スラッシュ スラッシュ fukuoka ハイフン artrental ドット org ス

ラッシュ。 

 

障がいのあるひとに配慮した、県広報のご案内。 

 本県では、県の施策やイベント情報などをお知らせする、各⼾配布広報紙、福岡県だより

の録音版、点字版や県の魅力などを掲載したグラフ誌、グラフふくおかの点字版、点字ふく

おかなど、障がいのあるひとに配慮した、情報発信を行っています。 

これらの配布を希望するひとは、次の申込先までご連絡ください。 

 

福岡県だより、録音版。年６回発行です。 

形態は、音声ＣＤ版。ＣＤデイジー版。読取専用機が必要です。 

申込先は、福岡点字図書館。 

電話番号は、０９２‐５８４‐３５９０。 

ファックス番号は、０９２‐５８４‐１１０１。 

福岡県だより、点字版。年６回発行です。 

点字ふくおか、年４回発行です。 

 

申込先は、福岡県盲人協会。 

電話番号は、０９２‐９２３‐６３３６。 

ファックス番号は、０９２‐９２３‐６３３９。 

 

問い合わせ先は、福岡県、県⺠情報広報課、広報係まで。 

電話番号は、０９２‐６４３‐３１０２。 

ファックス番号は、０９２‐６３２‐５３３１。 

 

 

 

 

 

 

 

 


